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奈良県雇用維持支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は、雇用の安定及び事業活動の継続を図るため、新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主に対して、

雇用維持のための措置に要した経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する

ものとし、その交付に関しては、奈良県補助金等交付規則（平成 8 年 6 月奈良県規則第

8 号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において「雇用調整助成金等」とは、雇用保険法（昭和 49 年法律第

116 号）第 62 条第 1 項第 1 号の規定並びに雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第

3 号）第 102 条の 2 及び第 102 条の 3 の規定に基づく雇用調整助成金及び職発 0310 第 2
号の規定による緊急雇用安定助成金をいう。

２ この要綱において「中小・小規模事業者」とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第

154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業者及びこれに準ずると認められるもの、常時

雇用する従業員が概ね 20 人以下の事業主並びに個人事業主をいう。

（補助対象事業者）

第３条 補助金の交付対象となる事業者（以下「対象事業者」という。）は、雇用調整助

成金等の支給決定を奈良労働局長から受けた中小・小規模事業者とする。

（補助対象経費及び補助金の額）

第４条 補助対象経費は、判定基礎期間の初日が令和 4 年 1 月 1 日から令和 4 年 6 月 30
日までの雇用調整助成金等の対象となる休業に係る手当等の額とする。

２ 補助金の額は、前項の補助対象経費に相当する額として厚生労働大臣が定める方法に

より算定された額のうち、奈良労働局長から 10 分の 9 の助成率で支給決定を受けた額

（ただし、教育訓練及び出向に係る額を除く）を基礎額とし、当該基礎額に 9 分の 1 を

乗じることにより得た額とする。

３ 前項の規定により算定した補助額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、奈良県雇用維持支援補助金交付申請書兼

実績報告書（第 1 号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事が別に定める日までに、

知事に申請しなければならない。

(1) 雇用調整助成金等の支給決定通知書（奈良労働局長名）の写し

(2) その他知事が必要と認める書類

（補助金の交付決定等）

第６条 知事は、前条の規定による書類を受理した場合において、審査により、補助金の

交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額を確定し、

当該申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

２ 知事は、前条の規定による書類を受理した場合において、審査により、補助金を交付

することが不適当であると認めるときは、理由を付して、書面により申請者に通知する

ものとする。

３ 知事は、補助金の交付目的を達成するため必要と認める場合には、必要な条件を付す
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るものとする。

（申請の取下げ）

第７条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条第１項の規定

による交付の決定の通知を受けた日から 10 日以内に奈良県雇用維持支援補助金取下げ

申請書（第 2 号様式）を知事に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第８条 知事は、第６条第１項の規定による交付決定の通知後、速やかに補助金を交付す

るものとする。

２ 前項の規定による補助金の交付は、金融機関の口座に振り込む方法により行うものと

する。

（指示及び検査）

第９条 知事は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳

簿等の検査を行うことができる。

（交付決定の取消し等）

第１０条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第６条第３項の規定により知事が付した条件に違反したとき。

(2) 第９条の規定による知事の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若

しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定後に、この要綱に定める要件を満たさないことが判明したとき。

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にあっては、知事は、当該取

消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

（書類の保存）

第１１条 補助対象事業者は、補助金に係る書類を整理し、補助金の交付の完了した日の

属する会計年度の終了後 5 年間は、これを保存しなければならない。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この要綱は、令和 3 年 6 月 8 日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和 3 年 5 月 1 日から適用する。

附 則

この要綱は、令和 3 年 7 月 2 日から施行し、同月 1 日から適用する。ただし、改正後の

第２条第２項の規定は、同年 5 月 1 日から適用する。

附 則

この要綱は、令和 3 年 8 月 4 日から施行し、同月 1 日から適用する。

附 則

この要綱は、令和 3 年 9 月 10 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 4 年 4 月 19 日から施行する。
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第１号様式（第５条関係）

令和 年 月 日

奈良県知事　殿

〒

名　称

代表者   

金 円

金 円

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

(4) 誓約事項

上記誓約事項の内容に同意します。（誓約事項を確認し、チェックしてください。）

判定基礎期間　…支給決定を受けた申請にかかる判定基礎期間を記入

人 人・日

③ 令和４年 人 人・日

※奈良労働局へ提出した申請書類に記載した内容を記入してください

●法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体
にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店
又は営業所を代表する者（以下「役員等」という。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。）第2条第6号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。）に該当しません。また、役員等が暴力団（暴対法第2条第2号
に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではあり
ません。

□

　　　　　　　（複数の判定基礎期間を同時に申請した場合は、それぞれの期間を全て記入）

休業対象者数　…判定基礎期間ごとに「休業実績一覧表」に記載した休業対象者の人数を記入

月間休業延日数…判定基礎期間ごとに休業にかかる延日数を記入

奈良県雇用維持支援補助金の申請にあたり、次のとおり誓約します。

●交付要件を満たしています。なお、申請内容に虚偽が判明した場合は、補助金の返還等に応
じます。

●奈良県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。

① 令和４年

② 令和４年

人 人・日

※判定基礎期間の初日が令和4年1月1日から令和4年6月30日までの雇用調整助成金等の休業に係る手当等として奈
良労働局長から支給決定を受けた金額のうち、助成率が10分の9にあたる金額（教育訓練及び出向に係る額は含め
ない）を記入してください

(2) 補助金交付申請額

※(1)補助金基礎額に9分の1を乗じた金額（1円未満の端数は切り捨て）を記入してください

(3) 雇用調整助成金等の申請内容

　奈良県雇用維持支援補助金の交付について、奈良県雇用維持支援補助金交付要綱第５条の規
定により、下記のとおり申請します。
　なお、この申請書の記載内容について、県がこの補助金を支給するため、奈良労働局から情
報を確認することについて同意します。

判定基礎期間 休業対象者数 月間休業延日数

 記

(1) 補助金基礎額

申請者

問合先
電話番号 FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

奈良県雇用維持支援補助金交付申請書 兼 実績報告書

担当者

住　所
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第２号様式（第７条関係）

令和 年 月 日

奈良県知事　殿

〒

名　称

代表者   

(1) 交付決定通知 年 月

申請者

住　所

問合先
電話番号 FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 担当者

奈良県雇用維持支援補助金取下げ申請書

  下記により交付決定の通知があった標記補助金に係る申請を下記の理由により取り下げたい
ので、奈良県雇用維持促進事業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。

記

号の令和 日付け奈良県指令雇政第

※奈良県からの交付決定通知にかかる日付及び交付決定番号を記入

(2) 取下げ理由


